
沼津市会計年度任用職員　募集職種一覧（令和７年度採用）

担当課（書類提出先）

※賞与あり、詳細は下記参照 課名 郵便番号 住所 電話番号

1
生活安心課消費生活セン

ター消費生活相談員
1人

沼津市役所生活安心課消費生活センターにて、

下記業務を担当

・消費生活に関する相談および苦情等の処理

（助言、斡旋等）

・消費生活に関する啓発業務（出前講座講師、

啓発資料作成等）

・その他電話・窓口応対業務

１から３までのいずれも満たす者

１　⑴⑵のいずれか（⑵の場合は要

実務経験等）

　⑴消費生活相談員資格（国家資

格：みなし合格者を含む）

　⑵消費生活専門相談員（国民生活

センター認定資格）、消費生活アド

バイザー（日本産業協会認定資格）

又は消費生活コンサルタント（日本

消費者協会認定資格）

２　自動車運転免許

３　ワード・エクセル等の基本的な

パソコン操作ができること（ＰＩＯ

－ＮＥＴ（全国消費生活情報ネット

ワーク）へのデータ入力あり）

令和7年4月1日から

令和8年3月31日まで
週５日

①8:30～17:00

②8:45～17:15

（実働7.5時間、休憩１時間。①②

は他の消費生活相談員と交代で勤

務。）

原則無

（ただし出前

講座開催等の

ため時間外・

休日勤務あ

り）

日額 9,847円 ～ 11,949円
生活安心課　消費生活セ

ンター
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1 055-934-4841

2 観光戦略課専門員 1人
各種イベント開催企画・広域観光連携の事業推

進等

ワード、エクセル等基本的なパソコ

ン操作ができること

令和7年4月1日から

令和8年3月31日まで
週５日

8:30～17:00

（実働7.5時間、休憩１時間）
原則無 日額 7,991円 ～ 9,714円 観光戦略課　観光交流係 〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1 055-934-4747

3
ウィズスポーツ課

労務補助員
1人

戸田Ｂ＆Ｇ海洋センター及び戸田テニスコート

周辺の草刈り・簡易修繕等の施設維持管理に関

する業務

令和7年4月1日から

令和8年3月31日まで
週１日

8:30～15:30

（実働6時間、休憩１時間）
原則無 日額 6,392円 ～ 6,575円 ウィズスポーツ課 〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1 055-934-4893

4 開発指導課地籍調査員 1人

地籍調査事業に関すること

・地籍図や地籍簿の修正等の精査作業

・現地立会や関係機関等との連絡調整

・成果等についての法務局との協議調整

・境界点等の復元、測量、設置

　　　　　　　　　　　　　　　　等

・普通自動車運転免許

・地籍調査管理技術者又は地籍主任

調査員の資格を有し、地籍調査の経

験を有する者

・国土調査法、地籍調査作業規定準

則、一筆地測量、地籍図や地籍簿の

作成に精通している者

・ワード、エクセル等の基本的なパ

ソコン操作、CADソフトの操作がで

きること

令和7年4月1日から

令和8年3月31日まで
週５日

8:30～17:00

（実働7.5時間、休憩１時間）
原則無 日額 9,847円 ～ 11,272円

開発指導課

　地籍調査係
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1 055-934-4705

5 開発指導課地籍調査補助員 1人

地籍調査事業に関すること

・現地立会や地権者、関係機関等との連絡調整

・境界点等の復元、測量、設置の補助

・現地立会後の書類整理、所在確認調査の補助

　　　　　　　　　　　　　             　　　等

・普通自動車運転免許

・現場作業（立会等）の経験を有す

る者

・ワード、エクセル等の基本的なパ

ソコン操作ができること

令和7年4月1日から

令和8年3月31日まで
週５日

8:30～17:00

（実働7.5時間、休憩１時間）
原則無 日額 7,991円 ～ 8,218円

開発指導課

　地籍調査係
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1 055-934-4705

※賞与：本市規程に基づき支給。（例：日額9,847円、週37時間30分勤務の場合、年間約96万円。）ただし、初年度は約62万円。

勤務日又は勤務時間
就業時間

（勤務時間、休憩時間）

時間外労働の有

無(月平均時間

数）

報酬
任用期間

職種

番号

職の名称 公募数 業務内容 受験資格の個別事項

上記は、募集日時点の賃金です。こ

れ以降（令和６年度中）に賃金の改

定があった場合は、改定後の賃金が

適用されます。

上記は、募集日時点の賃金です。こ

れ以降（令和６年度中）に賃金の改

定があった場合は、改定後の賃金が

適用されます。

上記は、募集日時点の賃金です。

これ以降（令和６年度中）に賃金

の改定があった場合は、改定後の

賃金が適用されます。

上記は、募集日時点の賃金です。

これ以降（令和６年度中）に賃金

の改定があった場合は、改定後の

賃金が適用されます。

上記は、募集日時点の賃金です。

これ以降（令和６年度中）に賃金

の改定があった場合は、改定後の

賃金が適用されます。
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